
 西知多医療厚生組合職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

 

  令和６年５月３１日 

 

西知多医療厚生組合管理者 宮 島 壽 男   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



西知多医療厚生組合条例第６号 

 

西知多医療厚生組合職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

西知多医療厚生組合職員の退職手当に関する条例（平成２７年西知多医療厚生組合

条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 附則第６項中「附則別表第１」を「附則別表」に改め、附則第７項中「第３５条に

おいて」を「第３５条の２において読み替えて」に、「ことに」を「ことと」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 


